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令和２年第６回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

１．開催日時   令和２年６月２３日（火）午後１時３０分 

 

２．閉会日時   令和２年６月２３日（火）午後２時３５分 

 

３．場 所   平川市尾上分庁舎 庁議室  

 

４．出 席 者   （教 育 長）柴田正人 

（１番委員）中嶋静賢 （３番委員）葛西万博   

（４番委員）工藤甚三 （５番委員）佐々木幸子  

       

５．欠 席 者   （２番委員）駒井優子 

 

６．署 名 者   （１番委員）中嶋静賢 （５番委員）佐々木幸子  

 

７．説 明 者   對馬事務局長、田中学校教育課長、桜庭指導課長 

加藤生涯学習課長、工藤スポーツ課長 

高阪学校給食センター所長 

 

８．会議録作成者 葛西学校教育課長補佐 

 

９．会議に付された案件 

（１）臨時代理の報告 

   報告第６号 工事請負契約について 

   報告第７号 工事請負契約について 

   報告第８号 令和２年度教育費６月補正予算について 

  

１０．委員・各課からの報告 

（１）令和２年度学校給食費無償化の実施について 

 

１１．会議の大要 

午後１時３０分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署

名委員を前項６のとおり指名する。報告３件を承認した。 



- 2 - 

 

１２．会議の状況 

 

教育長     ただいまの出席者は５名で、定足数に達していますので、これよ

り令和２年第６回平川市教育委員会を開会いたします。 

案件の説明者は教育委員会事務局長及び各課長にお願いします。 

会議録記録者には学校教育課の葛西課長補佐にお願いします。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手のうえ、議長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

日程第２「会議録署名委員」の決定についてを議題とします。 

会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、１番中

嶋委員、５番佐々木委員を指名します。 

日程第３「会期の決定について」を議題とします。 

本定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（了承） 

 

教育長    異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４「教育長報告」に入ります。 

 

教育長    （議案書１ページの要旨を説明） 

    教育長報告の中で、何かご質問等ありませんか。 

       （質問等なし）  

 

教育長    それでは、教育長報告を終わります。 

次に、日程第５、「各課からの報告」に入ります。 

各課の業務日程について、議案書２ページから７ページに掲載し

ておりますが、これについてご質問等ございませんか。 

まず２ページ、３ページについて質問ありませんか。 

 

中嶋委員   各学校を訪問して、学校運営の説明等で取組みの工夫等ありまし

たらお知らせください。 

 

指導課長   大きくは２つあります。まず一つ目は、授業時数の確保でありま

すが、夏季休業を３日間短縮とすることで授業時数の目途がたっ

たということです。二つ目は、子どもたちの新型コロナウイルス
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対策における安全の確保であります。学校訪問では、子どもたち

の間隔の確保や、換気方法及び消毒液等があるかなど確認いたし

ました。学校からは、子どもたちの学習をするため、机の配置を

どうすべきかなどの意見を求められました。 

その他、お手元に新型コロナウイルス感染症に対応した小・中学

校における教育活動のガイドラインを配布しております。今回大

きく改定されたところは、熱中症対策のためのマスク着用につい

て大きく内容が変更されております。 

       「マスクは着用すること」となっていたものが、熱中症は命に係

わることであることから、充分な距離が確保できる場合は必要な

いということであります。自ら外すよう指導する旨、変更されて

います。また体育の授業や運動部活動の時も、着用しないという

ことになりました。 

 

中嶋委員   行事等について縮小する、あるいは出来なくなったことについて、

年間を通した行事予定の中で考慮し、振り向けていくなどの工夫

が必要なのではないかと思います。 

 

教育長    その内容について、議会答弁でもありましたので内容について説

明ください。 

 

指導課長   ６月議会において山谷議員から学校行事についての質問があり、

それに対して次のような答弁をしております。各校で学校行事の

実施について、ばらつきがあるのではというご質問については、

平川市小学校及び中学校の管理運営に関する規則により、校長が

教育委員会への届出により実施しておりますが、修学旅行及び運

動会等については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

児童生徒の健康安全を第一に、中止や延期、実施方法等について

検討するよう指示したところです。 

教育委員会としては、地域に根差した特色ある学校運営をすると

いう観点から、自主的な運営に期待することが学校の活動をより

活発にするものと考えており、今年度の学校行事の実施等につい

ても、校長が個々の学校行事の狙いに照らし合わせ、児童生徒や

地域の実状、学校規模等を考慮した上、保護者や地域住民の理解

を得てそれぞれ判断しているものと認識している。と答弁をして

おります。 
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中嶋委員   今年度実施できないことでもきちんと記録として残し、次に繋い

でいけるようにしていただきたい。「昨年実施してないので、よ

くわからない。」というようなことが無いようにしていただきた

い。 

 

工藤委員   新型コロナウイルス感染症対応で、子どもたちの学校生活も大き

く変化したと思います。学校の臨時休業もあり、授業の遅れとい

うのもあったと思います。その間、教育委員として学校訪問をし、

各学校長と意見交換など行うということも出来なかった訳です。

その事については、教育長報告、指導課報告により、新校長との

面談や子どもたちの状況について把握出来ましたので、適切に行

われていることが分かりました。その中で、学校の計画訪問が６

月３日から７月１４日までとなっております。平川市の小中学校

は全部で１３校ありますが、議会など教育長の日程を考えても２

週間もあれば充分と思う訳です。訪問が１ヵ月半にもなった要因

について伺いたい。 

 

指導課長   市内小中学校では、これまで３月及びゴールデンウイーク中と、

２回の臨時休業が実施されております。その間、新型コロナウイ

ルス対策にかかる学校訪問や生徒指導に係る訪問、就学にかかる

学校訪問も行ってきました。報告に掲げている訪問は、予め計画

していた訪問ということで載せております。 

 

教育長    例年の教育委員会訪問というのは、連休明けから５月中旬にかけ

て行っております。ただ今年は、学校の臨時休業から再開して間

もなくであり、このような長期となりました。また今回は、中南

教育事務所の指導主事や課長も帯同することになっていることか

ら、このような日程となりました。 

 

佐々木委員  事務所の計画訪問ということは、指導主事の訪問でしたか。 

 

指導課長   その訪問は要請訪問となり、今回はそれとは違います。あくまで

も計画訪問に、事務所が帯同するということでした。 

 

中嶋委員   計画訪問が４０日の期間続くということで、各校からは、それぞ

れの説明があると思います。ただ、４０日と長い訪問期間中に、

共通して速やかな対応を要する場合などには、校長会の折に話題
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にするなど、必要に応じて素早い対応を工夫して頂ければと思い

ます。 

それに対して勿論対応しているとは思いますが、早く対応するよ

うに工夫して頂ければと思います。 

 

教育長    今回は新型コロナウイルスの影響もあり、主に授業の状況を観る

ことに重点を置きました。学校経営などを含めた教育委員の皆さ

んの助言を求める機会は秋頃に設けますので、よろしくお願いい

たします。 

       次に４ページ、５ページ生涯学習課関連について何か質問ありま

せんか。 

        

佐々木委員  県立図書館の巡回は、どのような期間でしたか。年に何回とかあ

りますか。 

 

生涯学習課長 県立図書館の巡回図書セット配本は、３ヵ月に１回位のペースで

行われています。県立図書館から届いた図書セットを、図書館職

員が各学校、保育園、児童クラブに配本するという流れになって

います。 

 

佐々木委員  楽しみにしている子供たちもおりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

教育長    他にありませんか。 

       それでは６ページ、７ページのスポーツ課、学校給食センター関

連で何か質問ありませんか。 

       （質問等なし） 

       次に、その他の報告に入ります。令和２年度学校給食無償化の実

施について、学校給食センター所長から説明させます。 

 

給食センター （令和２年度学校給食無償化の実施について説明） 

所長      

 

教育長    追加説明で小学校、中学校分、それぞれ１０ヵ月分の所要額の概

算を説明してください。 

 

給食センター 小学校については６０，２１６千円、一人あたり４３，７００円
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所長     となります。中学校については、３１，６３３千円、一人あたり  

       ４５，７００円となります。 

 

教育長    ただ今の説明について、何か質問ありませんか。 

        

佐々木委員  これは平川市独自の事業となりますか。 

 

教育長    給食費無償化は、平川市独自の事業となります。 

 

佐々木委員  大変良い事業だと思います。 

 

工藤委員   大変良い事業だと思います。ただ、来年以降どうするのかという

話になると思います。約１億円もかかる事業なので、難しいとこ

ろもあると思いますが、子育て支援という意味では大変良い事業

だと思います。 

 

葛西委員   給食費の無償化事業は、国からの第１次、第２次地方創生臨時交

付金の事業になる訳でしょうか。 

 

教育長    地方創生臨時交付金事業となります。 

 

教育長    次に、臨時代理の報告が３件あります。 

       報告第６号 工事請負契約について、事務局長から説明させます。 

 

事務局長   令和２年第２回平川市議会定例会に、平川市立碇ヶ関小学校校舎

改築工事について提案したところ、原案通り可決されたため、報

告するものです。詳細は学校教育課長に説明させます。 

 

学校教育課長 碇ヶ関小学校については危険改築であります。現在の校舎は、最

も古い棟が昭和５３年３月竣工で、築３７年となっております。

碇ヶ関地区には小学校と中学校が各１校ありますが、物理的に市

内の他の学校と統合することは困難な状況です。また中学校につ

いては平成２年７月竣工で比較的に新しいことから、小学校を中

学校に接続させる形での改築とすることになりました。入札につ

いては、参加者４者によって行われ、村上・弘南産業特定建設工

事共同企業体が落札し、８５６，９００千円で契約したものです。

工期は令和４年１月３１日までとなっております。 
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教育長    ただ今の説明について、何か質問ありますか。 

       （質問等なし） 

       それでは、報告第６号は承認することとします。続いて、報告第

７号工事請負契約について議題とします。事務局長に提案理由と

案件の説明を求めます。 

 

事務局長   令和２年第２回平川市議会定例会に、平川市立松崎小学校大規模

改修工事について提案したところ、原案通り可決されたため、報

告するものです。詳細は、学校教育課長に説明させます。 

 

学校教育課長 松崎小学校大規模改修工事について説明します。改修内容は老朽

改修、照明のＬＥＤ化、トイレ洋式化、空調整備であります。現

在の校舎は昭和５８年３月に竣工し、建築から３５年経過してお

ります。学区の状況につきましては、市の移住定住施策の効果も

あり近年宅地開発が進み、来年度の児童数は今年度より１０名程

度増加する見込みであります。入札については、参加者４者によ

って行われ、高樋・齋杉特定建設工事共同企業体が落札し、３１

９，８８０千円で契約したものです。工期は令和３年３月１０日

までとなっております。 

 

教育長    ただ今の説明について、何か質問ありますか。 

       （質問等なし） 

それでは、報告第７号について承認することにします。 

次に報告第８号 令和２年度教育費６月補正予算について、事務

局長に提案理由と案件の説明を求めます。 

 

事務局長   報告第８号令和２年度教育費６月補正予算については、令和２年

第２回平川市議会定例会に、議案第８０号及び議案第８３号にて

教育費関連の歳入歳出補正予算を提出しました。原案通り可決し

ましたので、報告するものです。内容については、学校教育課長

から一括説明させます。 

 

学校教育課長 それでは１４ページから２４ページまでを資料１にまとめました

ので、それに基づいて説明します。 

       （資料の内容を説明） 
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教育長    ただ今の説明について、何か質問ありませんか。 

        

工藤委員   国からの交付金もあり、かなり思い切って、前倒しで事業を行う

ということと思いますが、要望に基づいた事業でしょうか、また

は教育委員会としての判断で行うものでしょうか。 

 

事務局長   学校休業などで子どもたちの学習の遅れに対処するため、対策を

講じる必要があるということで、教育委員会として判断し、予算

計上したものであります。 

 

工藤委員   タブレット購入について、詳細に説明してください。 

 

学校教育課長 （タブレット購入及びネットワーク構築について説明） 

 

事務局長   工藤委員は早急に整備することについて聞きたいのではと思いま

すので、その事について説明します。平川市の ICT 教育について

は、県内でもあまり進んでない状態でした。市としては、令和５

年度までリースで順次整備する計画でしたが、この度のコロナ禍

により、子供たちの学習環境の整備という喫緊の課題が出てきま

した。国の財源措置を睨みながら検討した結果、年度内に購入と

ネットワークを整備すべきとの結論に至っております。また県内

全体的に、導入という動きになっています。 

 

工藤委員   このように早急にタブレット端末を整備することになったようだ

が、なぜリースから購入となったのか。またタブレット端末購入

とのことで今後の経費も出てくるわけです。今後の保守点検等見

通しはどうなのかを教えてください。 

 

学校教育課長 タブレット端末の価格が高額であり、市では国の補助金を活用し、

４年計画で順次整備する予定でありました。市では今年度から一

部の学校分について整備計画で事業を進めておりましたが、各パ

ソコンメーカーが廉価なタブレットを販売することになり、リー

スを４年計画で整備するより、今年度、一括でタブレット端末を

購入した場合の費用が安価になることから一括調達で整備するこ

ととしました。また保守点検費用については、リースから購入へ

変更したことにより、初年度の費用負担はありません。 
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教育長    ただ今の説明について、何か質問ありませんか。 

それでは、報告第８号について承認することにします。 

       以上で、本日の案件は終了しました。７月の定例会委員会は、７

月２１日午後１時３０分からこの場所で開催しますが、委員の皆

様よろしいですか。 

       （了承） 

 

       これをもちまして、本日は終了いたします。 

       お疲れさまでした。 


